
　　教育訓練給付制度 　　教育訓練経費の
　　　 最大 20%

　　　　◆厚生労働省の教育訓練給付制度が適用される講座です。 　　　が雇用保険から支給されます。
教育訓練講座コース　（令和７年４月１日より適用） 　　　　　　　　（上限１０万円）

中型自動車免許１１時限コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

中型自動車免許 　１１時間
（準中型（5ｔ）限定免許　11） 　（１ヶ月コース）

中型自動車免許審査５時限コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

中型自動車免許 　 　６時間
（中型８ｔ限定　５） 　（１ヶ月コース）

中型自動車免許審査１５時限コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

中型自動車免許 　 １５時間
（普通免許所持者　１５） 　（１ヶ月コース）

大型特殊免許取得コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

大型特殊自動車免許 　６時間
（普通免許所持者　６） 　（１ヶ月コース）

フォークリフト運転技能講習コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

フォークリフト運転技能講習 　３１時間
（普通免許持ち　31） 　（１ヶ月コース）

けん引免許取得コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

牽引自動車免許 　　１１時間
（普通免許持ち　11） 　（１ヶ月コース）

準中型自動車免許審査５時限コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

準中型自動車免許 　 　５時間
（準中型（5ｔ）限定免許　５） 　 　（１ヶ月コース）

準中型自動車免許１１時限コース　　〔自動車等車両運転資格取得〕
　（講座内容） 　　（訓練時間）

準中型自動車免許 　 　１３時間
（普通免許（MT）　１３） 　 　（１ヶ月コース）

 
★上記の教育訓練経費には検定料、追加実習料、免許関係手数料等は含まれません。

★上記の教習（講習）で組み合わせが指定されているコースでは、一部の車種を取りやめることはできません。

★普通自動車免許の運転経験が２年以上あれば中型自動車の免許が取得できます。

　厚生労働省の教育訓練給付制度とは？

　　働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方（※支給対象者）

　が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の２０％の金額（但し上限１０万円）がハローワークで手続

　きをすることにより給付される制度です。

　※　支給対象者（次のいずれかに該当する方）

①　在籍中の方で、雇用保険に通算３年以上加入されている方。【初めて教育訓練給付制度講座を利用する方は１年以上】

②　過去に雇用保険に３年以上加入された方で、離職日の翌日から受講開始日までが１年以内の方。

　※　教育訓練給付金の支給対象者になるためには、さまざまの条件がございます。支給対象者以外の方は、給付金の対象にはなれませんのでご確認ください。

　ＴＥＬ（０５７４）２５-１１２２　ＦＡＸ（０５７４）２６-６５２６

　　（教育訓練経費）

　厚生労働大臣指定講座

　　（教育訓練経費）

１４９，２７０円
（受講費総額　１７０，８７０円）

　　（教育訓練経費）

９２，４００円
（受講費総額　１０２，３００円）

　　（教育訓練経費）

１８５，３５０円
（受講費総額　２０６，９５０円）

　　（教育訓練経費）

１０１，４２０円
（受講費総額　１１０，０００円）

　　（教育訓練経費）

２８，１５０円
（受講費総額　２９，６００円）

１３２，１１０円
（受講費総額　１５０，４１０円）

　　　　　　　　日本ライン自動車学校　　　　　　　　　　
 〒505-0077　岐阜県加茂郡坂祝町深萱1301番地の3

１５５，５４０円
（受講費総額　１６４，１２０円）

　　（教育訓練経費）

５６，７６０円
（受講費総額　６５，０１０円）

　　（教育訓練経費）


